
令和５年（２０２３年）

旭 川 市 議 会 議 案

第 ３ 回 定 例 会

令 和 ５ 年 ９ 月 １ ２ 日 開 会

令 和 ５ 年 月 日 閉 会



５・３定 認定第 １ 号

令和４年度旭川市一般会計決算の認定について

令和４年度旭川市一般会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，その意

見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

５・３定 認定第 ２ 号

令和４年度旭川市国民健康保険事業特別会計決算の認定について

令和４年度旭川市国民健康保険事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審

査に付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 認定第 ３ 号

令和４年度旭川市動物園事業特別会計決算の認定について

令和４年度旭川市動物園事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付

し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

５・３定 認定第 ４ 号

令和４年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算の認定について

令和４年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査

に付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 認定第 ５ 号

令和４年度旭川市育英事業特別会計決算の認定について

令和４年度旭川市育英事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，

その意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

５・３定 認定第 ６ 号

令和４年度旭川市介護保険事業特別会計決算の認定について

令和４年度旭川市介護保険事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に

付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 認定第 ７ 号

令和４年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計決算の認定について

令和４年度旭川市母子福祉資金等貸付事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委

員の審査に付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

５・３定 認定第 ８ 号

令和４年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計決算の認定について

令和４年度旭川市後期高齢者医療事業特別会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の

審査に付し，その意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 認定第 ９ 号

令和４年度旭川市水道事業会計決算の認定について

令和４年度旭川市水道事業会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，そ

の意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

５・３定 認定第 １０ 号

令和４年度旭川市下水道事業会計決算の認定について

令和４年度旭川市下水道事業会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，

その意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 認定第 １１ 号

令和４年度旭川市病院事業会計決算の認定について

令和４年度旭川市病院事業会計決算を別冊のとおり了したので，監査委員の審査に付し，そ

の意見を添えて議会の認定を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 議案第 １ 号

令和５年度旭川市一般会計補正予算について

令和５年度旭川市一般会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

５・３定 議案第 ２ 号

令和５年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算について

令和５年度旭川市介護保険事業特別会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 議案第 ３ 号

令和５年度旭川市水道事業会計補正予算について

令和５年度旭川市水道事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

５・３定 議案第 ４ 号

令和５年度旭川市下水道事業会計補正予算について

令和５年度旭川市下水道事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 議案第 ５ 号

令和５年度旭川市病院事業会計補正予算について

令和５年度旭川市病院事業会計補正予算を別冊のとおり定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介



５・３定 議案第 ６ 号

旭川市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市火災予防条例の一部を改正する条例

旭川市火災予防条例（昭和４８年旭川市条例第４１号）の一部を次のように改正する。

第１４条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあつては，建築物等」を「建築物

等」に改める。

第１４条の２第１項中「自動車等（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項

第９号に規定する自動車又は同項第１０号に規定する原動機付自転車をいう。第１２号におい

て同じ。）をいう。以下この条において同じ。）に」を「自動車，原動機付自転車，船舶，航

空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを電気自

動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて」に，「及び全出力２００キロ

ワットを超えるものを除く。）をいう」を「を除く。）をいい，分離型のもの（変圧する機能

を有する設備本体及び充電ポスト（コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で，変圧す

る機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成されるものをいう。以下同じ。）にあ

つては，充電ポストを含む」に改め，同項第１号ただし書中「不燃材料で造り，又は覆われた

外壁で開口部のないものに面するときは」を「次に掲げるものにあつては」に改め，同号に次

のように加える。

ア 不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

イ 分離型のものにあつては，充電ポスト

第１４条の２第１項第２号に次のただし書を加える。

ただし，分離型のものの充電ポストにあつては，この限りでない。



第１４条の２第１項第４号中「雨水等」を「筐体には，雨水等」に改め，同項第６号中「急

速充電設備」を「コネクター」に改め，同項第７号中「急速充電設備と電気自動車等の接続部

に」を「コネクターが電気自動車等に接続され，」に，「接続部が」を「コネクターが当該電

気自動車等から」に改め，同項第１１号中「緊急停止させることができる措置を講ずる」を

「緊急に停止することができる装置を，当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに，速

やかに操作することができる箇所に設ける」に改め，同項第１２号中「自動車等」を「急速充

電設備と電気自動車等」に改め，同項第１３号中「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続す

るための部分をいう。以下この号において同じ。）に」を「に」に改め，同項第１６号中「当

該蓄電池」を「当該蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）」に改め，同項中第

１８号を第１９号とし，第１７号を第１８号とし，第１６号の次に次の１号を加える。

⒄ 急速充電設備のうち分離型のものにあつては，充電ポストに蓄電池（主として保安のた

めに設けるものを除く。）を内蔵しないこと。

第１６条第１項を次のように改める。

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロワット

時を超え２０キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置

に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は，地

震等により容易に転倒し，亀裂し，又は破損しない構造とすること。この場合において，開

放形鉛蓄電池を用いたものにあつては，その電槽は，耐酸性の床上又は台上に設けなければ

ならない。

第１６条第３項を次のように改める。

３ 第１項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事

業者用のもの，蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの

並びに消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の

ものを除く。）にあつては，建築物から３メートル以上の距離を保たなければならない。た

だし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは，この限りで

ない。

第１６条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１４条の２第１項第４号」に改める。

第２７条第３項を削り，同条第４項第２号中「併せて図記号による標識を設けるときは，別

表第７に定めるものとしなければならない」を「健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第

３３条第２項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においては，この限りでない」に改め，



同項を同条第３項とし，同項の次に次の１項を加える。

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは，「禁

煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあつては，国際標準化機構が

定めた規格第７０１０号又は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとし，「喫煙所」と表

示した標識と併せて設ける図記号にあつては，国際標準化機構が定めた規格第７００１号又

は日本産業規格Ｚ８２１０に適合するものとしなければならない。

第２７条第５項中「前項第２号」を「第３項第２号」に改める。

第６０条第１３号を次のように改める。

⒀ 蓄電池設備（蓄電池容量が２０キロワット時以下のものを除く。）

別表第５中

「
据置型レンジ 21kW以下 80 0 － 0

」を

「
据置型レンジ 21kW以下 80 0 － 0

固体
不燃

木炭を燃料とするもの 炭火焼き器 － 100 50 50 50
以外

燃料
不燃 木炭を燃料とするもの 炭火焼き器 － 80 30 － 30

」に

改める。

別表第６及び別表第７を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定め

る日から施行する。

⑴ 第１４条の２第１項の改正規定（同項第４号に係る部分を除く。）及び附則第３項の規

定 令和５年１０月１日

⑵ 第１４条第１項第３号の２，第１４条の２第１項第４号，第１６条，第６０条第１３号

及び別表第５の改正規定並びに次項，附則第４項及び第５項の規定 令和６年１月１日

（経過措置）

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備，変電設備，内

燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の旭川市火災予防条例（以下「新

条例」という。）第１６条第１項に規定する蓄電池設備（附則第５項に掲げるものを除



く。）（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置の工事中であ

る燃料電池発電設備等のうち，新条例第１４条第１項第３号の２（新条例第１１条の２第１

項及び第３項，第１４条第３項，第１５条第２項及び第３項並びに第１６条第２項及び第４

項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものについては，同号の規定にかか

わらず，なお従前の例による。

３ 附則第１項第１号に掲げる規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている新

条例第１４条の２第１項に規定する急速充電設備に係る位置，構造及び管理に関する基準の

適用については，なお従前の例による。

４ 附則第１項第２号に掲げる規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている新

条例第１６条第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち，同条第１

項の規定に適合しないものについては，同項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

５ 新条例第１６条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち，附

則第１項第２号に掲げる規定の施行の際現に設置されているもの及び当該規定の施行の日か

ら起算して２年を経過する日までの間に設置されたもので，同条の規定に適合しないものに

ついては，同条の規定は，適用しない。

６ 新条例第２７条第３項第２号の規定の適用については，当分の間，同号中「喫煙専用室標

識」とあるのは，「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律（平成３０年法律

第７８号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第３３条第２項

に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。

７ この条例の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている新条例第２７条第２項又

は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち，同条第４項の規定に適合しな

いものについては，同項の規定にかかわらず，なお従前の例による。

（説 明）

対象火気設備等の位置，構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に

関する基準を定める省令の一部改正等に伴い，旭川市火災予防条例の一部を改正しようとする

ものである。



５・３定 議案第 ７ 号

旭川市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市印鑑条例の一部を改正する条例

旭川市印鑑条例（昭和５９年旭川市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第１６条の２を次のように改める。

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付）

第１６条の２ 第１５条及び前条の規定にかかわらず，印鑑登録者は，自ら多機能端末機（地

方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算

機と電気通信回線で接続された通信端末機であつて，当該端末機の操作により印鑑登録証明

書等を発行する機能を有するものをいう。）に次に掲げる物を使用し，規則で定める方法に

より，前条に規定する印鑑登録証明書の交付を申請し，その交付を受けることができる。

⑴ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年

法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号。次号において

「公的個人認証法」という。）第２２条第１項に規定する個人番号カード用利用者証明用

電子証明書が記録されたものに限る。）

⑵ 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の２第４項第２号ロに規定する移

動端末設備（公的個人認証法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用

電子証明書が記録されたものに限る。）

附 則



この条例は，公布の日から施行する。

（説 明）

多機能端末機による印鑑登録証明書の交付に係る規定を整備するために，旭川市印鑑条例の

一部を改正しようとするものである。



５・３定 議案第 ８ 号

旭川市福祉有償運送運営協議会条例の一部を

改正する条例の制定について

旭川市福祉有償運送運営協議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市福祉有償運送運営協議会条例の一部を改正する条例

旭川市福祉有償運送運営協議会条例（平成２９年旭川市条例第２０号）の一部を次のように

改正する。

第３条第２号中「第９条第６項第３号」を「第９条第７項第３号」に改める。

附 則

この条例は，令和５年１０月１日から施行する。

（説 明）

道路運送法の一部改正に伴い，旭川市福祉有償運送運営協議会条例の一部を改正しようとす

るものである。



５・３定 議案第 ９ 号

旭川市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市旅館業法施行条例の一部を改正する条例

旭川市旅館業法施行条例（平成１２年旭川市条例第４１号）の一部を次のように改正する。

第２条の６第１項及び第２条の７中「及び第３条の３第３項」を「，第３条の３第２項及び

第３条の４第３項」に改める。

第２条の７の次に次の１条を加える。

（譲渡の場合の地位の承継の承認の申請）

第２条の８ 法第３条の２第１項の承認を受けようとする者は，規則で定める申請書を市長に

提出しなければならない。

第３条中「第３条の２第１項」を「第３条の３第１項」に改める。

第４条中「第３条の３第１項」を「第３条の４第１項」に改める。

第５条第１項中「若しくは法第３条の３第１項」を「，第３条の３第１項若しくは第３条の

４第１項」に，「，第３条」を「，第２条の８，第３条」に改める。

第５条の３（見出しを含む。）中「第５条第３号」を「第５条第１項第４号」に改める。

附 則

この条例は，生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業

法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）第１条の規定の施行の日又はこの条例の

公布の日のいずれか遅い日から施行する。



（説 明）

旅館業法の一部改正に伴い，旭川市旅館業法施行条例の一部を改正しようとするものである。



５・３定 議案第 １０ 号

市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定について

市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

市立旭川病院使用料及び手数料条例（昭和２７年旭川市条例第２２号）の一部を次のように

改正する。

第２条第１項中「外」を「ほか」に，「第７６条第２項の規定」を「及び高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）の各規定」

に，「，同法第８５条第２項の規定による」を「及び」に，「基準及び同法第８６条第２項第

１号の規定による厚生労働大臣の定め」を「基準」に改め，同条第２項中「外」を「ほか」に

改める。

第３条第２号中「により治療を受ける者又は管理者が特に必要を認めた」を「負担がある診

療を行う」に改め，同条に次の１号を加える。

⑶ その他管理者が特に必要と認めたとき。

別表中

「
他の病院又は診療所から
の文書による紹介がある

非紹介患者初診加算額 １回につき １，１００円 場合及び緊急その他やむ
を得ない事情がある場合
を除く。

」を

「
健康保険法第 他の病院又は診療所から
７０条第３項の の文書による紹介がある
規定により保険 初診である場合及び緊急
医療機関相互間 その他やむを得ない事情



の機能の分担及 がある初診である場合を
び業務の連携の 除く。
ための措置（以
下「連携等のた
めの措置」とい
う。）として厚
生労働省令にお
いて支払を求め

非紹介患者初診加算額 １回につき るものとされる
選定療養（同法
第６３条第２項
第５号及び高齢
者医療確保法第
６４条第２項第
５号に規定する
選定療養をい
う 。 以 下 同
じ。）に関し初
診に係る厚生労
働大臣が定める
金額

連携等のための 他の病院（病床数が
措置として厚生 ２００未満のものに限
労働省令におい る。）又は診療所に対し
て支払を求める て文書による紹介を行う

再診患者加算額 １回につき ものとされる選 旨の申出を行っていない
定療養に関し再 再診である場合及び緊急
診に係る厚生労 その他やむを得ない事情
働大臣が定める がある再診である場合を
金額 除く。

」に，

「健康保険法第６３条第２項第５号の選定療養」を「選定療養」に改める。

附 則

この条例は，令和６年２月１日から施行する。ただし，第２条及び第３条の改正規定は，公

布の日から施行する。

（説 明）

非紹介患者初診加算額を改定する等のために，市立旭川病院使用料及び手数料条例の一部を

改正しようとするものである。



５・３定 議案第 １１ 号

旭川市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市都市公園条例の一部を改正する条例

旭川市都市公園条例（昭和３２年旭川市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第６条の３第１項の表運動公園の項を次のように改める。

運動公園 花咲スポーツ公園，東光スポーツ公園，旭橋袂広場，旭橋下流左岸広
場，旭橋上流左岸広場，金星橋上流右岸広場，旭橋下流右岸広場，神
楽橋上流左岸広場及び近文大橋上流左岸桜づつみ

第６条の３第１項の表都市緑地の項を削る。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（説 明）

都市公園の管理を行わせる指定管理者の指定に係る規定を整備するために，旭川市都市公園

条例の一部を改正しようとするものである。



５・３定 議案第 １２ 号

旭川市雪対策基本条例の制定について

旭川市雪対策基本条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市雪対策基本条例

（目的）

第１条 この条例は，道路の除排雪をはじめとする雪対策が，冬期の快適な市民生活や，円滑

な経済活動を営む上で非常に重要であることに鑑み，雪対策に関し市の責務並びに市民及び

事業者の役割を明らかにするとともに，雪対策に関する施策の基本となる事項を定めること

により，雪処理のルールの遵守及びマナーへの意識を高め，雪対策に協働して取り組み，

もって誰もが安心して暮らすことができる冬期の生活環境の確保に寄与することを目的とす

る。

（定義）

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。

⑴ 市民 市内に住所を有する者，市内に居住する者又は市内に通勤し，若しくは通学する

者をいう。

⑵ 事業者 市内で事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

⑶ 除排雪事業者 事業者のうち，道路の除排雪を行う者をいう。

⑷ 地域活動団体 旭川市まちづくり基本条例（平成２６年旭川市条例第３号）第１４条第

１項に規定する地域活動団体をいう。

⑸ 雪処理 除雪，排雪，融雪設備の設置及び使用による融雪その他の降雪への作業をいう。

⑹ 地域除雪活動 地域活動団体が行う生活道路などの雪処理及びパトロール，地域の雪押

し場の確保等の協働による取組をいう。



（市の責務）

第３条 市は，雪対策に関する基本理念，基本方針及び重点目標を定めた基本的な計画を策定

し，並びに当該計画に基づく施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

２ 市は，前項の施策の実施に当たっては，市民，事業者，地域活動団体，関係機関等にその

周知を図り，協力を得るよう努めるものとする。

３ 市は，地域除雪活動への適切な支援に努めるものとする。

４ 市は，雪処理のルールの浸透及びマナーの向上を図るため，情報発信その他の啓発活動を

推進するものとする。

（市民の役割）

第４条 市民は，自らが所有し，使用し，又は管理する敷地（以下「自己所有等敷地」とい

う。）内の雪は，自らの責任と負担において適正に処理することを基本原則とし，雪処理の

ルール及びマナーを守るよう努めるものとする。

２ 市民は，地域除雪活動に積極的に参加するなど，地域の雪対策の課題に対して互いに協力

し，及び助け合うよう努めるものとする。

３ 市民は，市，国及び北海道が実施する雪対策に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。

（事業者の役割）

第５条 事業者は，自己所有等敷地内の雪は，自らの責任と負担において適正に処理すること

を基本原則とし，雪処理のルール及びマナーを守るよう努めるものとする。

２ 事業者は，地域除雪活動に積極的に参加するなど，地域の雪対策の課題に対して市民又は

他の事業者と互いに協力し，及び助け合うよう努めるものとする。

３ 事業者は，市，国及び北海道が実施する雪対策に関する施策に協力するよう努めるものと

する。

４ 除排雪事業者は，市，国及び北海道が定める基準に適合した除排雪を行うとともに，除排

雪技術の向上に努めるものとする。

５ 除排雪事業者は，道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）等の関係法令に基づき，安全

で適正な除排雪を行うものとする。

（遵守事項）

第６条 市民及び事業者は，自己所有等敷地内の雪をみだりに道路に出してはならない。

２ 市民及び事業者は，河川（河川法（昭和３９年法律第１６７号）第４条第１項に規定する



一級河川，同法第５条第１項に規定する二級河川，同法第１００条第１項に規定する準用河

川及び旭川市普通河川管理条例（平成１２年旭川市条例第８７号）第２条第１号に規定する

普通河川をいう。次条第１項において同じ。），水路等（以下この項及び第４項において

「河川等」という。）への投雪により，当該河川等の流水に支障を及ぼしてはならない。

３ 市民及び事業者は，自動車等（旭川市違法駐車等防止条例（平成１２年旭川市条例第１４

号）第２条第１号に規定する自動車等をいう。）を道路上に駐車させるときは，同条第２号

に規定する違法駐車等に該当しない場合であっても，当該駐車が除排雪作業の支障とならな

いよう努めなければならない。

４ 市民及び事業者は，自己所有等敷地内における雪の堆積場所の確保や融雪施設の設置など

の対策により，自己所有等敷地内の雪処理（河川等への投雪を除く。），建築物からの落雪

等で近隣住民に迷惑をかけ，又は道路交通，歩行者の通行若しくは河川等の流水に支障を及

ぼさないよう努めなければならない。

（指導及び勧告）

第７条 市長は，前条第１項又は第２項の規定が遵守されないことにより，道路交通又は河川

の流水に支障があると認めるときは，その原因となる行為を行った者又はその雪処理に責任

がある者に対し，同条第１項若しくは第２項の規定の遵守又は必要な措置について指導をす

ることができる。

２ 市長は，前項の指導を受けた者が正当な理由がなく当該指導に応じないときは，当該指導

を受けた者に対し，相当の期限を定めて，必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

（関係機関との連携）

第８条 市は，この条例の目的を達成するために必要と認めるときは，国，北海道その他の関

係機関と連携し，又は協力を求めるものとする。

（財政上の措置）

第９条 市は，雪対策に関する施策を推進するため，必要な財政上の措置を講ずるよう努める

ものとする。

（委任）

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

（施行期日）



１ この条例は，公布の日から施行する。

（旭川市違法駐車等防止条例の一部改正）

２ 旭川市違法駐車等防止条例（平成１２年旭川市条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。

第１０条を削り，第１１条を第１０条とする。

（説 明）

雪対策に関する施策の基本となる事項を定めることにより，雪処理のルールの遵守及びマ

ナーへの意識を高め，雪対策に協働して取り組み，もって誰もが安心して暮らすことができる

冬期の生活環境の確保に寄与するために，この条例を制定しようとするものである。



５・３定 議案第 １３ 号

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成２６年

旭川市条例第５０号）の一部を次のように改正する。

第１５条第１項第２号中「同条第１１項」を「同条第１０項」に改める。

附 則

この条例は，令和５年９月１６日から施行する。

（説 明）

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い，

旭川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正し

ようとするものである。



５・３定 議案第 １４ 号

旭川市保育所条例の一部を改正する条例の制定について

旭川市保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市保育所条例の一部を改正する条例

旭川市保育所条例（昭和２４年旭川市条例第５０号）の一部を次のように改正する。

別表中「
旭川市大雪通７丁目 旭川市立新旭川保育所

」を削る。

附 則

この条例は，令和７年４月１日から施行する。

（説 明）

旭川市立新旭川保育所を廃止するために，旭川市保育所条例の一部を改正しようとするもの

である。



５・３定 議案第 １５ 号

旭川市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

旭川市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

旭川市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例の一部を改正する条例

旭川市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例（平成１２年旭川市条例第３１号）の一部

を次のように改正する。

第２条第２項中「ほか，母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４

号）附則第８条第１項に規定する母子臨時児童扶養等資金若しくは同令附則第９条第１項に規

定する父子臨時児童扶養資金（以下「母子臨時児童扶養等資金等」という。）又は」を「ほ

か，」に，「当該母子臨時児童扶養等資金等又は当該特例児童扶養資金」を「当該特例児童扶

養資金」に改める。

附 則

この条例は，公布の日から施行する。

（説 明）

償還の免除に係る規定を整備するために，旭川市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例

の一部を改正しようとするものである。



５・３定 議案第 １６ 号

財産の取得について

次の車両を買収する。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 車両の種類及び数量 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） １台

２ 買 収 価 格 ３０，５８０，０００円

３ 契 約 の 相 手 方 旭川市新星町１丁目２番１４号

株式会社北海道モリタ旭川営業所

（説 明）

消火活動に充てるために，買収しようとするものである。



５・３定 議案第 １７ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 日章小学校耐震改修工事

２ 契 約 金 額 ３５５，３００，０００円

３ 契約の相手方 新谷・岸田共同企業体

新谷建設株式会社

株式会社岸田組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



５・３定 議案第 １８ 号

変更契約の締結について

令和４年７月１５日に契約金額の変更に係る専決処分をした第２豊岡団地建替（２－Ｂ）新

築工事について，次のとおり契約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ８６４，７９８，３７６円

変更後の契約金額 ９１２，７２０，６８３円



４・３定 報告第 １１ 号

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和４年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理 専決処分 議案等の番号及び件名
契約の名称 契約金額（円）

番号 年 月 日 （議決等年月日）

第２豊岡団地 変更前 議案第１１号契約の締結
建替 （ ２ － ８５１，４００，０００ 令和４年 について

１ Ｂ）新築工事 変更後 ７月15日 （令和４年２月25日）
８６４，７９８，３７６

千代田小学校 変更前 議案第５号契約の締結に
（Ａ）増改築 ７７７，７００，０００ 令和４年 ついて

２ 工事 変更後 ８月３日 （令和３年９月14日）
７９５，４５３，１１２

千代田小学校 変更前 議案第６号契約の締結に
（Ｂ）増改築 １，１９６，８００，０００ 令和４年 ついて

３ 工事 変更後 ８月３日 （令和３年９月14日）
１，２１２，１９２，３３０

千代田小学校 変更前 議案第７号契約の締結に
増改築衛生設 １７６，９９０，０００ 令和４年 ついて

４ 備工事 変更後 ８月３日 （令和３年９月14日）
１７８，９８８，７９９

○写



４・１定 議案第 １１ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和４年２月２１日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 第２豊岡団地建替（２－Ｂ）新築工事

２ 契 約 金 額 ８５１，４００，０００円

３ 契約の相手方 廣野・菅原・東成・谷脇共同企業体

株式会社廣野組

株式会社菅原組

東成建設株式会社

株式会社谷脇組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写



５・３定 議案第 １９ 号

変更契約の締結について

令和４年９月１５日に議決を経た豊岡小学校校舎増改築（Ａ）工事について，次のとおり契

約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ６２２，６００，０００円

変更後の契約金額 ６５６，４７９，０７６円



５・３定 議案第 ２０ 号

変更契約の締結について

令和４年９月１５日に議決を経た豊岡小学校校舎増改築（Ｂ）工事について，次のとおり契

約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ５８３，０００，０００円

変更後の契約金額 ６１４，４６４，５８８円



４・３定 議案第 １３ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和４年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 豊岡小学校校舎増改築（Ａ）工事

２ 契 約 金 額 ６２２，６００，０００円

３ 契約の相手方 橋本川島・荒井・タカハタ共同企業体

株式会社橋本川島コーポレーション

荒 井 建 設 株 式 会 社

タ カ ハ タ 建 設 株 式 会 社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写



○写
４・３定 議案第 １４ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和４年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 豊岡小学校校舎増改築（Ｂ）工事

２ 契 約 金 額 ５８３，０００，０００円

３ 契約の相手方 高・廣野・石田共同企業体

株 式 会 社 高 組

株 式 会 社 廣 野 組

株式会社石田兼松八興建設

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



５・３定 議案第 ２１ 号

和解について

旭川地方裁判所令和５年（ワ）第４４号損害賠償請求事件について，次のとおり和解を成立

させる。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 和解の相手方（原告）

上川郡当麻町宇園別２区

株式会社リプロメタル

２ 和解条項

⑴ 被告は，原告に対し，本件損害賠償金として１９万円の支払義務があることを認める。

⑵ 被告は，原告に対し，⑴の金員を令和５年１２月末日限り，原告代理人の普通預金口座

に振り込む方法により支払う。なお，振込手数料は被告の負担とする。

⑶ 原告は，その余の請求を放棄する。

⑷ 原告及び被告は，原告と被告との間には，本件に関し，この和解条項に定めるもののほ

かに，何らの債権債務がないことを相互に確認する。

⑸ 訴訟費用は各自の負担とする。



５・３定 報告第 １ 号

令和４年度決算に基づく健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により，令和４年度決算に基

づく健全化判断比率について，次のとおり報告する。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

（単位 ％）

実 質 赤 字 比 率 連結実質赤字比率 実 質 公 債 費 比 率 将 来 負 担 比 率

－ － ８．５ ８２．０

（１１．２５） （１６．２５） （２５．０） （３５０．０）

備考

１ 「実質赤字比率」欄の「－」は，実質赤字額がないため実質赤字比率が算定されな

いことを示す。

２ 「連結実質赤字比率」欄の「－」は，連結実質赤字額がないため連結実質赤字比率

が算定されないことを示す。

３ （ ）内の数値は，旭川市の早期健全化基準を示す。



５・３定 報告第 ２ 号

令和４年度決算に基づく資金不足比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により，令和４年度決算に

基づく資金不足比率について，次のとおり報告する。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

特別会計の名称 資金不足比率（％）

水 道 事 業 会 計 －

下 水 道 事 業 会 計 －

病 院 事 業 会 計 －

備考 「資金不足比率」欄の「－」は，資金不足額がないため資金不足比率が算定されな

いことを示す。



５・３定 報告第 ３ 号

専決処分の報告について

損害賠償の額を定めることについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処

分事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理 損害賠償の額
専決処分年月日

事故発生年月日 過失割合
番号 （円） 及 び 場 所 （％）

令和５年７月２６日
１ １５４，０００ 令和５年８月２９日 市 100

旭川市７条通７丁目

令和５年７月２８日
２ ３０，５１４ 令和５年８月２９日 市 100

旭川市７条通１０丁目



５・３定 報告第 ４ 号

専決処分の報告について

損害賠償の額を定めることについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処

分事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理 損害賠償の額
専決処分年月日

事故発生年月日
過失割合番号 （円） 及 び 場 所

１ ６４８，７６５ 令和５年７月１０日
令和５年４月２１日

市 100％
旭川市神楽３条６丁目

２ ３３９，６００ 令和５年７月１０日



５・３定 報告第 ５ 号

専決処分の報告について

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和５年９月１２日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理
契約の名称 契約金額（円）

専決処分 議案等の番号及び件名
番号 年 月 日 （議決等年月日）

（仮称）旭川 変更前 議案第４６号契約の締結
市リサイクル ７２８，２００，０００ 令和５年 について

１ セ ン タ ー 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
（Ａ）新築工 ７４１，７５１，５８５
事

（仮称）旭川 変更前 議案第４７号契約の締結
市リサイクル ７０６，２００，０００ 令和５年 について

２ セ ン タ ー 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
（Ｂ）新築工 ７１７，１９３，７１７
事

（仮称）旭川 変更前 議案第４８号契約の締結
市リサイクル ２３８，３１５，０００ 令和５年 について

３ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
機械設備工事 ２４３，０４６，８８６

（仮称）旭川 変更前 議案第４９号契約の締結
市リサイクル ２００，２００，０００ 令和５年 について

４ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
電気設備工事 ２０２，８７７，７５９

（仮称）旭川 変更前 議案第５０号契約の締結
市リサイクル ５９７，３００，０００ 令和５年 について

５ センター新築 変更後 ８月３日 （令和５年３月24日）
資源物中間処 ５９７，９６９，６３０
理設備工事



総合庁舎建替 変更前 議案第４７号変更契約の
（Ａ）新築工 ６，０４２，９４３，７８７ 令和５年 締結について
事 変更後 ８月８日 （令和５年６月30日）

６，０４２，８５０，６６８ 報告第３号専決処分の報
告について
（令和５年５月23日）
議案第３７号変更契約の
締結について

６ （令和４年12月16日）
報告第３号専決処分の報
告について
（令和３年２月25日）
報告第８号専決処分の報
告について
（令和２年６月25日）
議案第７０号契約の締結
について
（令和２年３月26日）



５・１定 議案第 ４６ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター（Ａ）新築工事

２ 契 約 金 額 ７２８，２００，０００円

３ 契約の相手方 荒井・高・谷脇共同企業体

荒井建設株式会社

株 式 会 社 高 組

株式会社谷脇組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写



○写
５・１定 議案第 ４７ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター（Ｂ）新築工事

２ 契 約 金 額 ７０６，２００，０００円

３ 契約の相手方 廣野・畠山・菅原共同企業体

株式会社廣野組

畠山建設株式会社

株式会社菅原組

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



○写
５・１定 議案第 ４８ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター新築機械設備工事

２ 契 約 金 額 ２３８，３１５，０００円

３ 契約の相手方 弘友・鹿取永井・丸信共同企業体

弘友設備工業株式会社

鹿取永井工業株式会社

丸信衛生工業株式会社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



○写
５・１定 議案第 ４９ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター新築電気設備工事

２ 契 約 金 額 ２００，２００，０００円

３ 契約の相手方 東邦・藤川・石森共同企業体

東 邦 電 設 株 式 会 社

藤川電設工業株式会社

石森電気工事株式会社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



○写
５・１定 議案第 ５０ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年２月２０日提出

旭川市長 今 津 寛 介

１ 工 事 名 （仮称）旭川市リサイクルセンター新築資源物中間処理設備工事

２ 契 約 金 額 ５９７，３００，０００円

３ 契約の相手方 道北機械・檜山共同企業体

道北機械株式会社

株式会社檜山鐵工所

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）



５・２定 議案第 ４７ 号

変更契約の締結について

令和５年４月２０日に契約金額の変更に係る専決処分をした総合庁舎建替（Ａ）新築工事に

ついて，次のとおり契約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和５年６月１６日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ６，０１１，７７７，０２９円

変更後の契約金額 ６，０４２，９４３，７８７円

○写



５・２臨 報告第 ３ 号

専決処分の報告について

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和５年５月１９日提出

旭川市長 今 津 寛 介

整理
契約の名称 契約金額（円）

専決処分 議案等の番号及び件名
番号 年 月 日 （議決等年月日）

総合庁舎建替 変更前 議案第３７号変更契約の
（Ａ）新築工 ６，０１２，０４０，８５３ 令和５年 締結について
事 変更後 ４月20日 （令和４年12月16日）

６，０１１，７７７，０２９ 報告第３号専決処分の報
告について

１
（令和３年２月25日）
報告第８号専決処分の報
告について
（令和２年６月25日）
議案第７０号契約の締結
について
（令和２年３月26日）

総合庁舎建替 変更前 議案第３８号変更契約の
（Ｂ）新築工 ３，３９８，０７８，３７６ 令和５年 締結について
事 変更後 ４月20日 （令和４年12月16日）

３，３９７，０２２，３１９ 報告第３号専決処分の報
告について

２
（令和３年２月25日）
報告第８号専決処分の報
告について
（令和２年６月25日）
議案第７１号契約の締結
について
（令和２年３月26日）

○写



４・４定 議案第 ３７ 号

変更契約の締結について

令和３年２月４日に契約金額の変更に係る専決処分をした総合庁舎建替（Ａ）新築工事につ

いて，次のとおり契約金額に係る変更契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和４年１２月６日提出

旭川市長 今 津 寛 介

変更前の契約金額 ５，７４４，１２９，９４８円

変更後の契約金額 ６，０１２，０４０，８５３円

○写



３・１定 報告第 ３ 号

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和３年２月１９日提出

旭川市長 西 川 将 人

整理 専決処分 議案等の番号及び件名
契約の名称 契約金額（円）

番号 年 月 日 （議決等年月日）

総合庁舎建替 変更前 報告第８号専決処分の報
（Ａ）新築工 ５，７４３，２８９，７９０ 令和３年 告について

１ 事 変更後 ２月４日 （令和２年６月25日）
５，７４４，１２９，９４８ 議案第７０号契約の締結

について
（令和２年３月26日）

総合庁舎建替 変更前 報告第８号専決処分の報
（Ｂ）新築工 ３，２１９，６９８，０２５ 令和３年 告について

２ 事 変更後 ２月４日 （令和２年６月25日）
３，２２０，１０３，０４５ 議案第７１号契約の締結

について
（令和２年３月26日）

○写



２・２定 報告第 ８ 号

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

変更契約を締結することについて，地方自治法第１８０条第１項の規定による長の専決処分

事項の指定により，次のとおり専決処分したから，同条第２項の規定により報告する。

令和２年６月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

整理 専決処分 議案等の番号及び件名
契約の名称 契約金額（円）

番号 年 月 日 （議決等年月日）

総合庁舎建替 変更前 議案第７０号契約の締結
（Ａ）新築工 ５，７３１，０００，０００ 令和２年 について

１ 事 変更後 ５月29日 （令和２年３月26日）
５，７４３，２８９，７９０

総合庁舎建替 変更前 議案第７１号契約の締結
（Ｂ）新築工 ３，２１４，２００，０００ 令和２年 について

２ 事 変更後 ５月29日 （令和２年３月26日）
３，２１９，６９８，０２５

総合庁舎建替 変更前 議案第７２号契約の締結
新築電気設備 ８１９，５００，０００ 令和２年 について

３ その１工事 変更後 ５月29日 （令和２年３月26日）
８２０，４０６，４９０

総合庁舎建替 変更前 議案第７３号契約の締結
新築電気設備 ８５２，５００，０００ 令和２年 について

４ その２工事 変更後 ５月29日 （令和２年３月26日）
８５４，２３２，３６９

総合庁舎建替 変更前 議案第７４号契約の締結
新築空調設備 １，３６４，０００，０００ 令和２年 について

５ 工事 変更後 ５月29日 （令和２年３月26日）
１，３６５，５０７，２９０

○写



総合庁舎建替 変更前 議案第７５号契約の締結
新築機械設備 ５７９，４８０，０００ 令和２年 について

６ 工事 変更後 ５月29日 （令和２年３月26日）
５８０，１６３，２８５

総合庁舎建替 変更前 議案第７６号契約の締結
新築衛生設備 ３９０，５００，０００ 令和２年 について

７ 工事 変更後 ５月29日 （令和２年３月26日）
３９１，６４１，３９９



２・１定 議案第 ７０ 号

契約の締結について

次の工事請負契約を締結したいので，議会の議決を求める。

令和２年３月１２日提出

旭川市長 西 川 将 人

１ 工 事 名 総合庁舎建替（Ａ）新築工事

２ 契 約 金 額 ５，７３１，０００，０００円

３ 契約の相手方 新谷・荒井・高・田中・タカハタ共同企業体

新 谷 建 設 株 式 会 社

荒 井 建 設 株 式 会 社

株 式 会 社 高 組

株式会社田中組旭川支店

タカハタ建設株式会社

４ 契約の方法 一般競争入札（条件付き）

○写


